
平成２７年（２０１５年）１１月１日３ こだいら 市　議　会　だ　よ　り

単位：円

合計

会派名・人数（平成27年4月30日現在）

説明経費項目 虹とひかり生活者
ネットワーク

日本共産党
小平市議団

フォーラム
小平市議会公明党政和会

２人３人４人４人６人７人
７８０,０００６０,０００９０,０００１２０,０００１２０,０００１８０,０００２１０,０００交付決定額（Ａ）

１６,９８６０４,９３２５,１５３６,９０１００
会派が行う市の事務、地方行財政等に
関する調査研究及び調査委託に関する
経費

調査研究費

支　

出

０００００００
会派が研修会を開催するために必要な
経費及び団体等が開催する研修会の参
加に要する経費

研修費

１１,７５０００００５,８７５５,８７５会派が行う活動及び市政について市民
に報告するために要する経費広報費

０００００００
会派が行う市民からの市政及び会派の
活動に対する要望、意見の聴取、市民
相談等の活動に要する経費

広聴費

０００００００会派が要請及び陳情活動を行うために
必要な経費

要請及び
陳情活動費

０００００００
会派が行う各種会議を開催するために必要な
経費及び団体等が開催する意見交換会等各種
会議への会派としての参加に要する経費

会議費

１６８,３３８７,９０９００１０１,７３４５８,６９５０会派が行う活動に必要な資料の作成に
要する経費資料作成費

３７,３５６１３,２８７１９,２０９０００４,８６０会派が行う活動に必要な図書、資料等
の購入に要する経費資料購入費

０００００００会派が行う活動を補助する職員を雇用
する経費人件費

０００００００会派が行う活動に必要な事務所の設置
及び管理に要する経費事務所費

２３４,４３０２１,１９６２４,１４１５,１５３１０８,６３５６４,５７０１０,７３５支出合計（Ｂ）

５４５,５７０３８,８０４６５,８５９１１４,８４７１１,３６５１１５,４３０１９９,２６５返還額（Ａ－Ｂ）
※　志政クラブは交付の申請がなかったため記載はありません。

平成27年度4月分　会派別収支状況

単位：円

合計

会派名・人数（平成27年3月31日現在）

説明経費項目 志政クラブみんなの党
小平の会虹とひかり生活者

ネットワーク
日本共産党
小平市議団

フォーラム
小平

市議会
公明党政和会

１人０人※２２人３人４人４人６人７人※１
９,７２０,０００３６０,０００５４０,０００７２０,０００１,０８０,０００１,４４０,０００１,４４０,０００２,１６０,０００１,９８０,０００交付決定額（Ａ）

１,７３０,５９５０３４９,１０８０２５３,５９３４９,１７３３５６,８８４４２,３０８６７９,５２９
会派が行う市の事務、地方行財政等に
関する調査研究及び調査委託に関する
経費

調査研究費

支　

出

１,９５７,４４４００７８,６２０８０,３２０２４３,７６００１,５５４,７４４０
会派が研修会を開催するために必要な
経費及び団体等が開催する研修会の参
加に要する経費

研修費

３,０３８,３９２００４７４,２６４３８３,０９７９４９,２９８９３９,６００１９５,７２０９６,４１３会派が行う活動及び市政について市民
に報告するために要する経費広報費

１,３６２,４２１００００５０６,７３５００８５５,６８６
会派が行う市民からの市政及び会派の
活動に対する要望、意見の聴取、市民
相談等の活動に要する経費

広聴費

０００００００００会派が要請及び陳情活動を行うために
必要な経費

要請及び
陳情活動費

０００００００００
会派が行う各種会議を開催するために必要な
経費及び団体等が開催する意見交換会等各種
会議への会派としての参加に要する経費

会議費

１０６,１５０００１２,０９６１１,１７７１９,９４２１０,５３０５２,４０５０会派が行う活動に必要な資料の作成に
要する経費資料作成費

６２３,３０４０７４,５４１１４１,３６６２２０,５４９３４,１００５８,９６８３２,６５２６１,１２８会派が行う活動に必要な図書、資料等
の購入に要する経費資料購入費

０００００００００会派が行う活動を補助する職員を雇用
する経費人件費

０００００００００会派が行う活動に必要な事務所の設置
及び管理に要する経費事務所費

８,８１８,３０６０４２３,６４９７０６,３４６９４８,７３６１,８０３,００８１,３６５,９８２１,８７７,８２９１,６９２,７５６支出合計（Ｂ）

１,２６４,７０２３６０,０００１１６,３５１１３,６５４１３１,２６４０７４,０１８２８２,１７１２８７,２４４返還額（Ａ－Ｂ）
※１　平成２６年１２月に議員２人が加入したため、当初交付額１,８００,０００円から１８０,０００円が増額となりました。
※２　平成２６年１２月に会派が解散しました（当初人数は２人）。これにより、当初交付額７２０,０００円から１８０,０００円が減額となりました。

平成26年度　会派別収支状況

政政政政政政政政政政政政 務務務務務務務務務務務務 活活活活活活活活活活活活 動動動動動動動動動動動動 費費費費費費費費費費費費 収収収収収収収収収収収収 支支支支支支支支支支支支 報報報報報報報報報報報報政 務 活 動 費 収 支 報 告告告告告告告告告告告告告

　政務活動費とは、地方自治法第１００条第１４項から第１６項まで及び小平市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により、議員の調査研究その他の活動に資する
ため、必要な経費の一部として、議会における会派に対して交付されるものです。
　会派の所属議員数に応じ、１人当たり月額３万円をかけた金額がその年度に交付されます。交付を受けた会派には、年度終了後に政務活動費収支報告書を提出
することが義務づけられています。

　平成２６年度と平成２７年度４月分の政務活動費について、その収支を報告します。なお、平成２７年５月に議員の改選が行われたため、
改選前の議員任期における平成２７年度４月分についても収支を報告します。

各会派の収支報告書や領収書等を平成２５年度分からホームページで公開しています。
詳しくは小平市議会のホームページ（http://www.city.kodaira.tokyo.jp/gikai/）をご覧ください。


